
●技能検定の試験
等級、職種別に、実技試験及び学科試験により行っています。
●等級
各職種の技能の内容に応じ、特級、１級、２級及び３級に区分して行われるものと、等級に区分しないで行われるもの（単
一等級）があります。それぞれの等級区分の合格に必要な技能・知識は次のとおりです。

●検定職種
平成 23 年4月1日現在136職種あります。

技能検定に合格された方には、特級・１級・単一等級は厚生労働大臣名、２級・３級は都道府県知事名又は指定試験機
関名の合格証書が交付されます。
また、技能検定に合格した方は、「技能士」と称することができます。
（例：１級機械加工職種の技能検定に合格した方は「１級機械加工技能士」と称することができます。）

都道府県知事の実施する職種については、各都道府県職業能力開発協会で受検申請書を配布しています。また、指定試験
機関の実施する職種については、指定試験機関が受検申請書を配布しています。

１ 技能検定制度とは

２ 技能検定の実施内容

●都道府県方式（建築大工など122職種） 
厚生労働省、中央職業能力開発協会、都道府県及び都道府県職業能力開発協会で事務を分担して、試験を実施してい
ます。　 
●指定試験機関方式（ファイナンシャル・プランニングなど14職種） 
厚生労働省及び民間の指定試験機関で事務を分担して、試験を実施しています。

３ 技能検定の実施体制

４ 技能検定の合格者

５ 受検申込み

技能検定とは、国が働く人の技能を一定の水準によって検定し、技能の高さを証明する国家検定制度です。働く人の技
能習得意欲を増進させ、社会的・経済的な地位の向上を図り、ひいては国の産業発展に寄与することを目的としています。

 （注）受検に必要な実務経験年数は、学歴や職業訓練受講歴等に応じて短縮されます。
　　  指定試験機関の実施する職種においては受検に必要な実務経験年数が異なる場合があります。

（１）等級に区分しておこなわれるもの

等 級
特 級
1 級
2 級
3 級

合格に必要な技能・知識
管理者又は監督者が通常有すべき技能・知識
上級の技能労働者が通常有すべき技能・知識
中級の技能労働者が通常有すべき技能・知識
初級の技能労働者が通常有すべき技能・知識

受検に必要な実務経験年数
1級合格後5年以上

7年以上
2年以上
0.5年以上

（注）

（２）等級に区分しないで行われるもの
等 級
単 一 等 級

試験のレベル
上級の技能労働者が通常有すべき技能・知識

受検に必要な実務経験年数
3年以上

（注）


